
 

 

川崎市訓令第４号 

 

庁 中 一 般  

各 か い  

 

川崎市マイクロフィルム文書取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定

める。 

 

  令和 ８ 年 ３ 月３１日 

 

川崎市長 福 田 紀 彦 



川崎市マイクロフィルム文書取扱規程の一部を改正する訓令 

川崎市マイクロフィルム文書取扱規程（昭和４６年川崎市訓令第２号）の一

部を次のように改正する。 

第８条及び第９条を削り、第１０条を第８条とし、第１１条から第１８条ま

でを２条ずつ繰り上げ、第１９条を削り、第２０条を第１７条とする。 

第１号様式中「再撮影・再製・」を削る。 

第２号様式中「（再撮影、再製）」を削る。 

第４号様式中 

「 

 

立  会  者 

定期検査 年 月 日 印  定期検査 年 月 日 印  定期検査 年 月 日 印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 」 

を 

「 

 
立  会  者 

 

                                  」 



に改める。 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 


